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令和５年さいたま市議会２月定例会提出議案一覧 
 

合計９１件（予算議案３３件・条例議案１６件・一般議案１４件・道路議案２件・人事議案２６件） 
 

≪予算議案≫ 

議案第１号～議案第１６号 

 （内容） 
  ・ 令和４年度さいたま市一般会計補正予算    １件 
  ・ 令和４年度さいたま市特別会計補正予算   １２件 

・ 令和４年度さいたま市水道事業会計補正予算  １件 
  ・ 令和４年度さいたま市病院事業会計補正予算  １件 
  ・ 令和４年度さいたま市下水道事業会計補正予算 １件 
 
議案第１７号～議案第３３号 

 （内容） 
  ・ 令和５年度さいたま市一般会計予算    １件 
  ・ 令和５年度さいたま市特別会計予算   １３件 
  ・ 令和５年度さいたま市水道事業会計予算  １件 
  ・ 令和５年度さいたま市病院事業会計予算  １件 
  ・ 令和５年度さいたま市下水道事業会計予算 １件 
 

≪条例議案≫ 

議案第３４号 さいたま市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 

  多様化及び高度化する市民ニーズに対応した保健や福祉に関する施策を推進するに当たり、

組織体制を強化する必要があるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 保健衛生局及び福祉局の設置 

 ・ 市長の権限に属する事務を分掌させるため、局相当の組織として保健衛生局及び福祉

局を設置するもの。 

２ 分掌事務 

 ⑴ 保健衛生局に次の事務を分掌させることとするもの。 

  ア 地域保健に関すること。 

  イ 地域医療に関すること。 

 ⑵ 福祉局に次の事務を分掌させることとするもの。 

  ア 地域福祉に関すること。 

  イ 高齢者福祉に関すること。 

  ウ 障害者福祉に関すること。 

  エ 社会保障に関すること。 

（施行期日） 令和５年４月１日 
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議案第３５号 さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局保健部食肉衛生検査所） 

  と畜場法施行規則の一部改正に伴い、と畜検査に衛生管理計画の検査等が追加されたことに

より事務量が増加したため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

 ・ 手数料の改定 

事務の種類 現行 改定後 

獣畜のと

さつ又は

解体の検

査 

生後１年以上の牛

又は馬 
１頭につき ７００円 １頭につき ７３０円 

生後１年未満の牛

又は馬 
１頭につき ３００円 １頭につき ３４０円 

豚、めん羊又は山

羊 
１頭につき ３００円 １頭につき ３４０円 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 

議案第３６号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・建設局建築部建築行政課） 
  建築基準法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 手数料の新設 

 ⑴ 住宅等に設ける給湯設備の機械室等について、容積率に関する認定制度が創設される

ことにより、当該認定の審査に係る手数料を新設するもの。 

⑵ 第一種低層住居専用地域等内や高度地区内において、屋根の断熱改修や屋上への再生

可能エネルギー利用設備の設置工事等を行う建築物について、高さ制限を超えることが

可能となる許可制度が創設されることにより、当該許可の審査に係る手数料を新設する

もの。 

２ 規定の整備 

 ・ 条例で引用している建築基準法の条項の整備を行うもの。 

（施行期日） 令和５年４月１日（２の一部については、公布の日） 

 

議案第３７号 さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・消防局予防部査察指導課） 
  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴い、液化石油ガス

関係事務の一部の権限が移譲されるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 手数料の新設 

事務の種類 手数料の額 
液化石油ガス販売事業に係る登録の申請

に対する審査 
１件につき ３１，０００円 

液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の

交付 
１通につき ６３０円 

液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に

供する事務 
１回につき ４６０円 

保安機関の認定の申請に対する審査 ３４，０００円と６，９００円に保安業 
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 務区分の数を乗じて得た額との合計額 
保安機関の認定の更新の申請に対する審

査 
１４，０００円と６，９００円に保安業

務区分の数を乗じて得た額との合計額 
保安機関の保安業務に係る一般消費者等

の数の増加の認可の申請に対する審査 
２０，０００円と６，９００円に保安業

務区分の数を乗じて得た額との合計額 
保安確保機器の設置及び管理の方法の認

定の申請に対する審査 
契約一般消費者等の数が 
⑴ １，０００戸未満の場合 

 ⑵ １，０００戸以上１０，０００戸

未満の場合 
 ⑶ １０，０００戸以上の場合 

 
 
 

５５，０００円 
８０，０００円 

 
９８，０００円 

貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可

の申請に対する審査 
２１，０００円に貯蔵施設又は特定供給

設備の数を乗じて得た金額 
貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変

更又は特定供給設備の位置、構造、設備

若しくは装置の変更の許可の申請に対す

る審査 

１５，０００円に変更に係る貯蔵施設又

は特定供給設備の数を乗じて得た金額 

設置の許可を受けた貯蔵施設又は特定供

給設備の完成検査 
３１，０００円に貯蔵施設又は特定供給

設備（完成検査合格施設を除く。）の数

を乗じて得た額と５，８００円に完成検

査合格施設である貯蔵施設又は特定供給

設備の数を乗じて得た額との合計額 
位置等の変更の許可を受けた貯蔵施設又

は特定供給設備の完成検査 
２４，０００円に変更に係る貯蔵施設又

は特定供給設備（完成検査合格施設を除

く。）の数を乗じて得た額と５，８００

円に完成検査合格施設である貯蔵施設又

は特定供給設備の数を乗じて得た額との

合計額 
（施行期日） 令和５年４月１日 

 

議案第３８号 さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会事務局学校教育部教職員人事課） 

  ３５人学級の実施によって小学校の学級数が増加したこと等に伴い、所要の改正を行うもの。 

（内容） 

・ 教職員定数の改正 

現行 改正後 増員数 

６，０６４人 ６，４３５人 ３７１人 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 

議案第３９号 さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会事務局学校教育部健康教育課） 

  学校給食費を市の予算に計上し、管理すること（公会計化）に伴い、学校給食の実施及び学

校給食費の管理に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

  １ 学校給食の実施 

   ・ さいたま市立学校（高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を除く。）におい

て、学校給食を実施することとするもの。 
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  ２ 学校給食費の徴収及び納付 

   ・ 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収することとし、その額及び納付の期

限は規則で定めることとするもの。 

  ３ 学校給食費の減免 

   ・ 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費

を減額し、又は免除することができることとするもの。 

 （施行期日） 令和６年４月１日 

 

議案第４０号 さいたま市博物館条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会事務局生涯学習部博物館） 

  博物館法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 
  ・ 規定の整備 
   ・ 設置に関する規定から博物館法の条項を削除するとともに、その他規定の整備を行う

もの。 
 （施行期日） 令和５年４月１日 
 

議案第４１号 さいたま市年輪荘条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局長寿応援部高齢福祉課） 

  老人福祉施設さいたま市年輪荘の老人デイサービスセンターの用途を転換し、養護老人ホー

ムの施設として有効活用を図るため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 老人デイサービスセンターに係る事業の廃止 

   ・ 老人デイサービスセンターに係る規定を削るもの。 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 

議案第４２号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

       （所管課所・子ども未来局幼児未来部保育課） 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、さいたま市児童福祉施設

の設備及び運営の基準に関する条例のほか５条例について、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 安全の確保に関する計画の策定等の義務化 

・ 児童福祉施設等は、利用者の安全の確保を図るため、設備の安全点検、従業者の研修

及び訓練等についての計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じなければならな

いこと等とするもの。 

  ２ 自動車による送迎に当たっての安全管理の徹底 

   ⑴ 児童福祉施設等は、利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及

び降車の際に、点呼その他の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の

所在を確認しなければならないこととするもの。 

   ⑵ 児童福祉施設等は、利用者の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当

該自動車にブザーその他の車内の利用者の見落としを防止する装置を備え、利用者の降
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車の際は、これを用いて所在の確認を行わなければならないこととするもの。 

  ３ 他の社会福祉施設を併設している場合における職員等の基準の見直し 

  ・ 児童福祉施設等における保育等に支障が生じない場合に限り、保育等に直接従事する

職員についても併設する他の社会福祉施設との兼務を可能とすること等とするもの。 

  ４ 業務継続に向けた取組の強化 

   ・ 児童福祉施設等は、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に対する適切な

処遇を継続的に実施できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画の策定、研

修及び訓練の実施等に努めなくてはならないこととするもの。 

  ５ 懲戒に係る権限の濫用禁止規定の削除 

   ・ 児童福祉法が改正され、同法において、児童福祉施設の長に対する児童の人格を尊重

する義務及び体罰等の禁止が規定されたため、規定を削るもの。 

 （施行期日） 令和５年４月１日（５については、公布の日） 

 

議案第４３号 さいたま市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・子ども未来局幼児未来部保育課） 

  中規模修繕に伴う仮設園舎への移転、中規模修繕の完了に伴う仮設園舎から新園舎（従前の

場所）への移転及び保育園の統合をするため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 位置の改正 

 移転理由 移転前位置 移転後位置 

⑴ 
さいたま市立

領家保育園 

中規模修繕に伴う仮設

園舎への移転のため 

領家７丁目１４番

１６号 

領家７丁目２番３

０号 

⑵ 
さいたま市立

針ヶ谷保育園 

中規模修繕の完了に伴

う仮設園舎から新園舎

（従前の場所）への移

転のため 

領家７丁目２番３

０号 

針ヶ谷１丁目４番

３号 

⑶ 
さいたま市立

東大成保育園 

盆栽町４５３番地 東大成町２丁目１

０３番地 

  ２ さいたま市立与野本町保育園及びさいたま市立下落合団地保育園の統合 

   ⑴ さいたま市立与野本町保育園に係る規定を削るもの。 

   ⑵ さいたま市立下落合団地保育園の名称を「さいたま市立下落合保育園」に改めるとと

もに、位置を「下落合３丁目８番２号」から「上落合１丁目５番３号」に、定員を「８

０人」から「９０人」に改めるもの。 

  ３ さいたま市立鈴谷西保育園及びさいたま市立鈴谷東保育園の統合 

   ⑴ さいたま市立鈴谷西保育園に係る規定を削るもの。 

   ⑵ さいたま市立鈴谷東保育園の名称を「さいたま市立鈴谷保育園」に改めるとともに、

定員を「８０人」から「１１０人」に改めるもの。 

 （施行期日） １⑴については令和５年６月１９日、１⑵については同年３月２０日、１⑶に

ついては同年５月２９日、２⑴については同年６月２６日、２⑵については同月

１２日等、３については同年４月１日 
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議案第４４号 さいたま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部国民健康保険課） 

  国の動向及び出産に係る経済的負担の状況を踏まえ、出産育児一時金の額を改定するため、

所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 出産育児一時金の支給額の改正 

   ・ 被保険者が出産した場合に支給する出産育児一時金の額（産科医療補償制度の掛金相

当額を加算する前の額）を、４０万８，０００円から４８万８，０００円に改正するも

の。 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 

議案第４５号 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部国民健康保険課） 

  国民健康保険税の税率の見直しに伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 税率の改定 

   ・ 国民健康保険税の税率について次のとおり改めるもの。 

 改正前 改正後 

基礎課税額 税率 
所得割額 ７．２６％ ７．０１％ 

均等割額 ３０，９００円 ３２，８００円 

後期高齢者支援金等課税額 税率 
所得割額 ２．４２％ ２．６０％ 

均等割額 ９，９００円 １０，８００円 

介護納付金課税額 税率 
所得割額 ２．１７％ ２．２４％ 

均等割額 １０，９００円 １２，０００円 

  ２ 均等割額の軽減額の見直し 

   ⑴ 世帯の所得に応じた国民健康保険税の均等割額の軽減額について次のとおり改めるも

の。 

 
軽減額 

改正前 改正後 

基礎課税額 

７割軽減世帯 ２１，６３０円 ２２，９６０円 
５割軽減世帯 １５，４５０円 １６，４００円 

２割軽減世帯 ６，１８０円 ６，５６０円 

後期高齢者支援金等課税額 

７割軽減世帯 ６，９３０円 ７，５６０円 

５割軽減世帯 ４，９５０円 ５，４００円 

２割軽減世帯 １，９８０円 ２，１６０円 

介護納付金課税額 

７割軽減世帯 ７，６３０円 ８，４００円 

５割軽減世帯 ５，４５０円 ６，０００円 

２割軽減世帯 ２，１８０円 ２，４００円 

   ⑵ 納税義務者の世帯に属する未就学児に係る国民健康保険税の均等割額の軽減額につい

て次のとおり改めるもの。 

 
軽減額 

改正前 改正後 

基礎課税額 

７割軽減世帯 ４，６３５円 ４，９２０円 

５割軽減世帯 ７，７２５円 ８，２００円 

２割軽減世帯 １２，３６０円 １３，１２０円 

軽減なし世帯 １５，４５０円 １６，４００円 
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後期高齢者支援金等課税額 

７割軽減世帯 １，４８５円 １，６２０円 

５割軽減世帯 ２，４７５円 ２，７００円 

２割軽減世帯 ３，９６０円 ４，３２０円 

軽減なし世帯 ４，９５０円 ５，４００円 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 

議案第４６号 さいたま市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

  博物館法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 
  ・ 規定の整備 
   ・ 条例で引用している博物館法の条項を整備するもの。 
 （施行期日） 令和５年４月１日 
 

議案第４７号 さいたま市自転車のまちづくり推進条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・都市局都市計画部自転車まちづくり推進課） 

  道路交通法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 乗車用ヘルメットの着用の努力義務に係る規定の削除 
   ・ 道路交通法により、全ての自転車の運転者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努め

ることとされたため、高齢者の乗車用ヘルメットの着用の努力義務に係る規定を削るも

の。 

 （施行期日） 令和５年４月１日 
 

議案第４８号 さいたま市市営住宅条例及びさいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例の制

定について 

       （所管課所・建設局建築部住宅政策課） 

  入居者によって組織された自治会等において行われている共益費の徴収や管理等が入居者の 

大きな負担となっている状況を踏まえ、入居者の負担軽減を図るため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 共益費の徴収の対象となる市営住宅の拡大 
   ・ 借上げに係る公営住宅に限り徴収することができることと規定しているものを、全て

の市営住宅で必要に応じ、徴収することができるよう改めるもの。 
  ２ 市民住宅に係る共益費の徴収規定の創設 
   ⑴ 市長は、必要に応じ共益費を徴収することができることとするもの。 
   ⑵ 共益費の額について、毎年度、市民住宅の状況により、市長が定めることとするもの。 
   ⑶ 共益費の納付期間、期限、日割計算等について、家賃の納付の規定を準用することと

するもの。 
  ３ 市民住宅の明渡しの請求 
   ・ 家賃と同様に共益費を３月以上滞納したときも明渡しを請求できることとするもの。 
 （施行期日） 公布の日 
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議案第４９号 さいたま市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・水道局業務部給水工事課） 

民法の一部改正により、水道水等の継続的給付を受けるための設備の設置権等が規定された

ことに伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

 ・ 給水装置の支分引用の承諾に係る規定の適用除外 

・ 他の者が所有する給水装置を使用しなければ水道水の継続的供給を受けることができ

ない者が、改正後の民法第２１３条の２第１項の規定により給水装置を他の者の給水装

置から支分して設置しようとする場合は、給水装置の所有者等の承諾を要しないことと

するもの。 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 

≪一般議案≫ 

議案第５０号 さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（建築）工事請負契約について 

       （所管課所・子ども未来局幼児未来部保育課） 
 （内容） 
  １ 契約の目的 
    さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（建築）工事 

  ２ 契約の方法 
    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ３億２，８８７万８，０００円 

  ４ 契約の相手方 

    中島建工株式会社 

 

議案第５１号 さいたま市立尾間木小学校（２５－１、－２・３８棟）リフレッシュ改修（建築

）工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立尾間木小学校（２５－１、－２・３８棟）リフレッシュ改修（建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ５億４，８９０万円 

  ４ 契約の相手方 

    三ツ和・山一特定共同企業体 
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議案第５２号 さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修（建

築）工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修（建築）工

事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ６億５９０万４，２００円 

  ４ 契約の相手方 

    佐伯工務店・佐伯リフォーム特定共同企業体 

 

議案第５３号 さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修（機

械設備）工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修（機械設備

）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ３億８９６万３，６００円 

  ４ 契約の相手方 

    茂田・ハギワラ特定共同企業体 

 

議案第５４号 さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシュ改

修（建築）工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシュ改修（建

築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ４億１，３９０万８，０００円 

  ４ 契約の相手方 

    中島・サンエイ特定共同企業体 
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議案第５５号 さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ

改修（建築）工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ改修（

建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ８億６４万７，１００円 

  ４ 契約の相手方 

    共栄・ハイシマ特定共同企業体 

 

議案第５６号 さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ

改修（機械設備）工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ改修（

機械設備）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ３億５，０２７万８００円 

  ４ 契約の相手方 

    深井・タカセ特定共同企業体 

 

議案第５７号 議決事項の一部変更について（大宮区役所旧庁舎等解体工事請負契約） 

       （所管課所・市民局区政推進部） 

令和３年９月議会において議決を得た大宮区役所旧庁舎等解体工事請負契約について、工事

の進捗に伴い、地中障害物等が発見され、工法の変更等を要することとなったため、契約金額

を変更することに関し議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 契約の相手方 

    佐伯・ユーディケー・カタヤマ特定共同企業体 

  ２ 変更内容 

 契約金額 

変更前 １２億３４０万円 

変更後 １４億１，７２４万円 
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議案第５８号 議決事項の一部変更について（さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業

（ＤＢＯ）建設工事請負契約） 

       （所管課所・環境局施設部環境施設整備課） 

令和２年２月議会において議決を得たさいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業（Ｄ

ＢＯ）建設工事請負契約について、工事の進捗に伴い、土壌から土壌汚染対策法の基準値を超

える特定有害物質が検出され、汚染土としての処理費用が生じたため、契約金額を変更するこ

とに関し議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 契約の相手方 

    タクマ・西松特定建設工事共同企業体 

  ２ 変更内容 

 契約金額 

変更前 ４０１億３，９００万円 

変更後 ４０４億６，１８５万円 

 
議案第５９号 議決事項の一部変更について（道場三室線２工区（仮称）西堀日向トンネル築造

工事請負契約） 

       （所管課所・建設局土木部道路計画課） 

令和元年９月議会において議決を得た道場三室線２工区（仮称）西堀日向トンネル築造工事

請負契約（令和３年１２月（１１月繰上げ）及び令和４年１２月（１１月繰上げ）議会におい

て議決を得て一部変更）の一部変更について、産業廃棄物の対象となる掘削土が想定した量を

下回り、処分費及び運搬費を抑えられたため、契約金額を変更することに関し議決を求めるも

の。 

 （内容） 

  １ 契約の相手方 

    三井住友建設・斎藤工業・伊田テクノス特定共同企業体 

  ２ 変更内容 

 契約金額 

変更前 ３７億２，６７１万２，０００円 

変更後 ３６億９，２２１万６，０００円 

 

議案第６０号 議決事項の一部変更について（高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線の跨道橋

（前原橋）撤去工事委託契約） 

       （所管課所・建設局土木部道路計画課） 

令和３年６月議会において議決を得た高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線の跨道橋（前

原橋）撤去工事委託契約について、積算と実勢価格とのかい離により、契約の相手方が発注す

る工事の入札が成立しなかったため、契約金額を変更することに関し議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 契約の相手方 

    東日本高速道路株式会社関東支社 
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  ２ 変更内容 

 契約金額 

変更前 ５億１，４８９万３２円 

変更後 ９億９５４万２，１４７円 

 
議案第６１号 議決事項の一部変更について（さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室棟改築

（建築）工事請負契約） 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

令和３年１２月（１１月繰上げ）議会において議決を得たさいたま市立三橋小学校第３校舎 

・給食室棟改築（建築）工事請負契約について、工期内の賃金及び物価に急激な変動が生じた 

ため、契約金額を変更することに関し議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 契約の相手方 

    佐伯・ユーディケー・山崎特定共同企業体 

  ２ 変更内容 

 契約金額 

変更前 ９億２，１２４万５，６００円 

変更後 ９億７，５４５万３，６００円 

 

議案第６２号 議決事項の一部変更について（さいたま市立三橋小学校第３校舎・給食室棟改築

（機械設備）工事請負契約） 

       （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設整備課） 

令和３年１２月（１１月繰上げ）議会において議決を得たさいたま市立三橋小学校第３校舎 

・給食室棟改築（機械設備）工事請負契約について、工期内の賃金及び物価に急激な変動が生 

じたため、契約金額を変更することに関し議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 契約の相手方 

    サイエイ・埼玉ヤマト特定共同企業体 

  ２ 変更内容 

 契約金額 

変更前 ３億３，３５３万１，０００円 

変更後 ３億５，８７８万７，０００円 

 

議案第６３号 包括外部監査契約について 

（所管課所・総務局総務部総務課） 

  包括外部監査契約を締結するため、議決を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 契約の目的 

包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 
  ２ 契約の始期 

令和５年４月３日 
  ３ 契約金額 
    １，７００万円を上限とする額 
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  ４ 契約の相手方 
小松 聡 

 

≪道路議案≫ 

議案第６４号 市道路線の認定について 

       （所管課所・建設局土木部土木総務課） 

 （内容） 
一  般 ０路線 
開  発 １路線 

合  計 １路線 

 

議案第６５号 市道路線の廃止について 

       （所管課所・建設局土木部土木総務課） 

 （内容） 
一  般 １路線 
開  発 １路線 

合  計 ２路線 

 

≪人事議案≫ 

議案第６６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  固定資産評価審査委員会委員に選任するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
堀口 泰之 再任 

 

議案第６７号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  固定資産評価審査委員会委員に選任するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
柴 真理子 新任 

 

議案第６８号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  固定資産評価審査委員会委員に選任するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
新井山 靖 新任 

 

議案第６９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分 
武笠 正男 再任 
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議案第７０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分 
小野 睦男 新任 

 

議案第７１号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
浅子 幹夫 再任 

 

議案第７２号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
石井 栄寿 再任 

 

議案第７３号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
井原 勇司 再任 

 

議案第７４号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
小泉 孝行 再任 

 

議案第７５号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
小林 勝一 再任 

 

議案第７６号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
関根 光一 再任 
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議案第７７号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
中山 幸光 再任 

 

議案第７８号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
西形 知行 再任 

 

議案第７９号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
西澤 初男 再任 

 

議案第８０号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
本田 敏一 再任 

 

議案第８１号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
横山 敏夫 再任 

 

議案第８２号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
榎本 浩樹 新任 

 

議案第８３号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
大野 史織 新任 
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議案第８４号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
小川 忠男 新任 

 

議案第８５号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
金子 達弥 新任 

 

議案第８６号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
清水 孝洋 新任 

 

議案第８７号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
清水 友清 新任 

 

議案第８８号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
菅間 茂久 新任 

 

議案第８９号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
富田 優 新任 

 

議案第９０号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
長島 一博 新任 

 

  



 

- 17 - 

議案第９１号 農業委員会委員の任命について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  農業委員会委員に任命するため、同意を求めるもの。 

氏  名 区  分 
中村 隆治 新任 

 


